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第六次羽村市長期総合計画の施策の体系について 

 

 第六次羽村市長期総合計画では、基本構想において、「羽村市の将来像（羽村市の目指すべき将来

の姿）」を示すこととしており、その将来像を実現するために、基本計画において、施策（取組み）

の方向性を示していきます。 

 

１．第六次羽村市長期総合計画の全体の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面へ） 

 

基本構想

基本計画

実施計画

今後 10年間の羽村市の総合的かつ計画的なまちづくりの指針 

＜10年間：令和４年度〜令和 13年度＞ 

 

基本構想に掲載する内容 

  ・羽村市の将来像（羽村市の目指すべき将来の姿） 

  ・羽村市の目指すべき将来の姿の実現に向けて大切にする 

考え方や取組みの視点 など 
 
 

基本構想に基づき実施する施策の方向性を示すもの 
 ＜前期５年間：令和４年度～令和８年度＞ 
 ＜後期５年間：令和９年度～令和 13年度＞ 

基本計画に基づき重点的に実施する事業を示すもの 

第８回長期総合計画審議会から、審議をいただく部分です。 

 

基本構想では、「私たちのまち“はむら”の将来像」の実現に向け、５つ

のコンセプトを掲げ、コンセプトごとの取組みの視点を記載しています。 

そのコンセプトごとの取組みの視点に基づき、市として、どのような取

組みを進めていくのか、その取組みの方向性を記載するものが、基本計画

です。 
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２．施策の体系 

 

 第六次羽村市長期総合計画の施策の体系は、基本構想で定める「未来を築くコンセプト」と「コン

セプトごとの取組みの視点（＝施策）」、基本計画で定める「取組みの方向性」で構成しています。 

 

 
 

＜参考（羽村市基本構想から抜粋）＞ 

 

未来を築く５つのコンセプト

（例：自分らしく生きる）

コンセプトごとの取組み
の視点（＝施策）

取組みの方向性

取組みの方向性

コンセプトごとの取組み
の視点（＝施策）

取組みの方向性

取組みの方向性

取組みの方向性

基本構想 基本計画 

未来を築く 5つの
コンセプトの部分 

コンセプトごとの取組み
の視点で、基本計画の
「施策」になる部分 


